
平成 26 年９月

平成27年度の税制改正に関する要望書

名 古 屋 税 理 士 政 治 連 盟

会 長　西　村　高　史



緊急重点要望事項

【消費税】
単一税率を維持すること。
� 〔要望事項７〕　５頁参照

【地方税】
外形標準課税制度は中小企業には導
入しないこと。�
� 〔要望事項９〕　６頁参照

【法人税】
欠損金の控除限度額を一律に縮減し
ないこと。
� 〔要望事項５〕　３頁参照





平成27年度の税制改正に関する要望

　本連盟は、平成27年度の税制改正に際し、特に緊急かつ重要と思

われる９項目について要望書を取りまとめました。

　この要望書は中小企業者等、納税者の適正な税負担を求めて、次

のような視点から提言をしています。

　国会議員の皆様におかれましては、本連盟の意とするところをお

汲み取り頂き、党内審議及び国会審議に際しましては、本連盟の要

望実現に向けて是非ともご尽力、ご支援賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

　　平成26年９月

名古屋税理士政治連盟　　　

　会 長　西 村 高 史

１．公平な税負担
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５．透明な税務行政
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税制改正に関する重点要望事項

【所得税】

１．所得控除を整理・簡素化すること。

〔理　由〕

　所得控除の見直しについては、少子高齢化、就労形態の多様化、就労

促進等の観点から税制だけではなく、社会保障政策と併せて検討するこ

とが必要である。また、所得税における所得再分配機能及び財源調達機

能を回復させることも引き続き重要である。

（１）医療費控除（所得税法第73条）

　社会保障制度の全般的な見直しの際には、医療費控除の廃止も含めた

検討が必要である。ただし、当面は、基礎的人的控除の見直しを前提に、

最低基準率５％の引き上げとともに最低限度額10万円について、人口一

人当たり国民医療費水準である30万円程度まで引き上げるべきである。

（２）基礎控除・配偶者控除等（所得税法第83条〜第86条）

　所得控除制度全体の見直しのなかで基礎控除額の増額を行い、夫婦の

基礎控除の合計額を一定化する等、配偶者控除の廃止を含めて女性の社

会進出を阻害することのないよう検討すべきである。

（３）年少扶養控除

　児童手当のあり方を総合的に見直し、年少扶養控除の復活を検討すべ

きである。
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２．役員給与に係る給与所得控除について別途の基準を設けるべきでは

ない。（所得税法第28条第３項）

〔理　由〕

　役員給与に係る給与所得控除のあり方については、別途の基準を設け

るべきとの意見があるが、課税の公平の観点から適切でない。給与所得

控除については、数次の税制改正により上限が引き下げられ、役員給与

を特段に区別する理由は薄れている。小規模企業等に係る税制のあり方

に関しては、中小企業をめぐる厳しい経営環境を十分に配慮した検討が

なされなければならない。

３．土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めること。

� （所得税法第69条・租税特別措置法第31条第１項、第32条第１項）

〔理　由〕

　損益通算制度は、適正な担税力に応じて課税するという課税原則の基

本理念を実現するための制度であるが、平成16年度の改正により土地建

物等の譲渡損益と他の所得との損益通算及び譲渡損失の繰越控除制度が

廃止され、担税力を失った部分にも課税することになった。さらに、こ

の損益通算等の廃止によって、事業運営不振を補てんするため等の遊休

不動産の売却による流動化が阻害され、経済活性化への一層の足かせと

なっている。したがって、土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益

通算を認めるべきである。
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４．青色申告者に係る純損失の繰越控除期間等を延長すること。

� （所得税法第70条、第71条・租税特別措置法第37条の12の２）

〔理　由〕

　純損失の繰越控除は、各年分間の所得の金額と欠損金額の平準化を図

り、公平な課税を行うための制度である。平成23年度税制改正により、

青色申告法人の欠損金の繰越控除期間が７年から９年に延長されたこと

並びに更正及び更正の請求の期間制限が５年とされたことと比較する

と、青色申告者の純損失の繰越控除期間が３年であることは明らかに均

衡を失している。したがって、青色申告者の純損失の繰越控除期間を少

なくとも５年に延長すべきである。また、上場株式等の譲渡損失の繰越

控除期間及び雑損失の繰越控除期間も併せて延長すべきである。

【法人税】

５．欠損金の控除限度額を一律に縮減しないこと。（法人税法第57条）

〔理　由〕

　欠損金の控除限度額を一律に縮減してはどうか等の意見があるが、内

部留保が相対的に乏しい中小企業については、現行の制度を維持すべき

である。控除限度額を縮減した場合には、繰越控除期間の延長が必要に

なるが、帳簿の保存期間も延長され、企業の負担が増大する。

◦
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６．損金算入規定等について見直すこと。

（１）役員給与（法人税法第34条）

　役員給与は職務執行の対価であるから、恣意性のあるもの等の課税上

弊害があるものについてのみ損金の額に算入しないのが本来の姿であ

る。したがって、損金不算入とする役員給与を明示したうえで、役員報

酬及び賞与について株主総会等の決議によって事前に確定した金額の範

囲までの部分については、不相当に高額なものを除き原則として損金の

額に算入すべきである。

（２）退職給付引当金・賞与引当金

　労働協約や就業規則等により退職金や賞与の支給が明確に規定されて

いる場合は、将来において支出される蓋然性が高く、従業員に対する確

定債務的な要素を有しているので、退職給付引当金及び賞与引当金の繰

り入れについて、損金算入を認めるべきである。

　適正な期間損益計算を課税所得に反映させることは、税負担の平準化

に有効であり、「会社計算規則」や中小企業の会計に関する諸規定にお

いてもこれらの引当金の計上が求められている。

（３）貸倒引当金（法人税法第52条）

　破産手続開始の申立て等の一定の事実が生じた個別評価対象貸倒引当

金の繰入率については、実際の０〜数パーセントという配当率等を参考

にして現行の50％を見直す必要がある。
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【消費税】

７．単一税率を維持すること。（消費税法第29条）

〔理　由〕

　消費税の引き上げに伴ういわゆる逆進性への対応策として軽減税率の

導入が検討されているが、軽減税率はその効果が高所得者に及ぶことや

一定の税収確保のためには標準税率を引き上げるなどの措置を講ずる必

要があり、きわめて非効率な制度である。さらに事業者の事務負担など

も考慮すれば、消費税の単一税率は維持すべきである。逆進性への対応

策は、個人所得課税及び社会保障給付を合わせた社会保障と税の一体改

革の中で構築することが適切であり、個人所得課税における所得再分配

機能の強化と番号制度の導入による社会保障給付の一層の効率化・重点

化により対処すべきである。

８．基準期間制度を廃止し、すべての事業者を課税事業者として取り扱

い、新たに小規模事業者に対する申告不要制度を創設すること。

� （消費税法第９条）

〔理　由〕

　前々年又は前々事業年度を基準期間として納税義務を判定する基準期

間制度は、課税売上高が多額であっても免税事業者になるなど不合理で

あり、また、これを是正するための改正で複雑で難解なものになってい

る。こうした弊害を根本的に解消するため、基準期間制度を廃止し、す

べての事業者を課税事業者として取り扱い、その上で、その課税期間の

課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者には、申告・納付を不要と

する申告不要制度を創設すべきである。

◦
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【地方税】

９．外形標準課税制度は中小企業には導入しないこと。

（地方税法第72条の２）

〔理　由〕

　中小企業は大企業と比較すると財務基盤も弱く欠損法人割合も高い。

外形標準課税を中小企業に導入することは、担税力のない欠損法人の経

営を圧迫し、さらには中小企業の雇用確保の問題にも影響を及ぼすこと

になるため、中小企業に対しては外形標準課税を導入すべきではない。

　なお、形式的な減資により外形標準課税を回避している法人に対して

は、資本金等の額を判定基準とすべきである。

◦


